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行政不服審査申し立ての趣旨

2023年7月13日



1. 主張の概要

⚫ 2023年4月14日の国土交通大臣によって認定された大阪・夢洲地区のIR区域
整備計画（以下「大阪・夢洲計画」）において、いわゆるカジノ運営主体と
なる予定の大阪IR株式会社の中核的な株主となる予定のMGMリゾーツイン
ターナショナルグループ（以下「MGM社」）は、2022年9月前後に、日本
人を対象に違法なオンラインカジノを運営していたレオベガス社を買収して
いる

⚫ よって国土交通大臣による大阪・夢洲計画の認定は時期尚早で、MGM社
がレオベガス社の犯罪収益を内部に取り込んでいないことが明確に確認
されるまでは、同計画の認定は取り消すべきである。

⚫ 従って、MGM社は、レオベガス社が違法に得ていた犯罪収益をそのまま
内部に取り込んでいる可能性が非常に高い。仮にこれが事実なら、組織
犯罪処罰法第11条、第17条に違反し、この場合MGM社は特定複合観光施
設区域整備法に定める認可主要株主としては不適格であって、大阪IR社
に参画することは許されない。
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https://www.mlit.go.jp/kankocho/news11_0414.html


（参考）大阪夢洲計画における大阪IR株式会社及びその株主の記載
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https://www.pref.osaka.lg.jp/a
ttach/42448/00000000/kuikisei
bikeikaku_202204.pdf

現状資本金1円

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/42448/00000000/kuikiseibikeikaku_202204.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/42448/00000000/kuikiseibikeikaku_202204.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/42448/00000000/kuikiseibikeikaku_202204.pdf


2. (~2022.9)レオベガス社による違法オンラインカジノの運営

レオベガス社
（スウェーデン拠点：オンラインカジノ経営）

＜その他＞ ＜日本向けサイト＞

サービス
提供

（違法）

犯罪
収益

（刑法186条
第1項違反）

日本国民

犯罪収益
の蓄積

サービス
提供

収益

その他国民

① スウェーデンに拠点を置くレ
オベガス社は日本国民を対象
にオンライカジノを運営

② 我が国においてはオンライン
カジノは刑法186条等に反し
て違法であり、同条に違反し
た行為で得られた財産は組織
犯罪処罰法第２条において
「犯罪収益」とされている。

③ 従ってレオベガス社は、日本
向けオンラインカジノ運営に
より社内に犯罪収益を蓄積し
ていたことになる
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(参考)警察庁のオンラインカジノ啓発サイトと刑法186条第1項
https://www.npa.go.jp/b
ureau/safetylife/hoan/onl
inecasino/onlinecasino.ht
ml

（常習賭博及び賭博場開張等図利）
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年
以下の懲役に処する。
２ 略
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https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html


(参考)組織犯罪処罰法関係条文
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

第2条
１ （略）
２ この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為（日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内
において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。）により生じ、
若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
イ （略）
ロ 別表第一（第三号を除く。）又は別表第二に掲げる罪

https://elaws.e-
gov.go.jp/document?l
awid=411AC0000000
136

別表第二（第二条関係）
一 刑法第百六十三条の四（支払用カード電磁的記録不正作出準備）の罪、同法第百六十三条の五（未
遂罪）の罪（同法第百六十三条の四第一項の罪に係る部分に限る。）又は同法第百七十五条（わいせつ
物頒布等）若しくは第百八十六条第一項（常習賭博）の罪

（犯罪収益等収受）
第十一条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、七年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを
併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約（債権者において相当の財産上の
利益を提供すべきものに限る。）の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らない
でした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

（両罰規定）
第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第
九条第一項から第三項まで、第十条又は第十一条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
ても各本条の罰金刑を科する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000136
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000136
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000136
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000136
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3.  (2022.9〜)MGM社によるレオベガス社の買収

レオベガス社

＜その他＞ ＜日本向けサイト＞

サービス
提供

（違法）

犯罪
収益

（刑法186条
第1項違反）

日本国民

犯罪収益
の蓄積

サービス
提供

収益

その他国民

① レオベガス社は2022.8月末頃
に日本市場から撤退*

（その後「カジノレオ」として
復活し活発にマーケティング）

② 2022.9にMGM社はレオベガ
ス社を買収。この際同社が蓄
積していた犯罪収益を内部に
取り込んだと見られる

③ IR整備法では、犯罪収益が混
和した財産を収受して組織犯
罪処罰法11条に違反して処罰
された企業が、IR運営事業者
の主要株主（認可主要株主）
になることを禁じている

日本市場撤退
（2022.8）

↓
その後「カジノレオ」

として復活

MGM社がレオベガス社を買収（2022.9）
犯罪収益を内部に取り込んだ可能性大！！！

④ 従ってMGM社ひいては大阪
IR社は日本においてIR事業を
営むのに不適格である可能性
が高い

MGM社



（参考）MGM社によるレオベガス社の買収発表
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https://investors.mgmresorts.com/investors/news-
releases/press-release-details/2022/MGM-RESORTS-
INTERNATIONAL-ANNOUNCES-ACCEPTANCE-OF-PUBLIC-
TENDER-FOR-LEOVEGAS/default.aspx

https://investors.mgmresorts.com/investors/news-releases/press-release-details/2022/MGM-RESORTS-INTERNATIONAL-ANNOUNCES-ACCEPTANCE-OF-PUBLIC-TENDER-FOR-LEOVEGAS/default.aspx
https://investors.mgmresorts.com/investors/news-releases/press-release-details/2022/MGM-RESORTS-INTERNATIONAL-ANNOUNCES-ACCEPTANCE-OF-PUBLIC-TENDER-FOR-LEOVEGAS/default.aspx
https://investors.mgmresorts.com/investors/news-releases/press-release-details/2022/MGM-RESORTS-INTERNATIONAL-ANNOUNCES-ACCEPTANCE-OF-PUBLIC-TENDER-FOR-LEOVEGAS/default.aspx
https://investors.mgmresorts.com/investors/news-releases/press-release-details/2022/MGM-RESORTS-INTERNATIONAL-ANNOUNCES-ACCEPTANCE-OF-PUBLIC-TENDER-FOR-LEOVEGAS/default.aspx


(参考)IR整備法における認可主要株主の要件
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特定複合観光施設区域整備法

（認可等）
第五十八条 次に掲げる取引若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者又はカジノ
事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等の設立をしようとする者は、カジノ管理委員会の認可を受けなければな
らない。
一 当該議決権等の保有者になろうとする者によるカジノ事業者の議決権等の取得
二 前号に掲げるもののほか、合併その他のカジノ管理委員会規則で定める取引又は行為
２ 認定設置運営事業者が第三十九条の免許を受けたときは、当該免許の申請書に記載された主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者
は、その免許の時に前項の認可を受けたものとみなす。
３〜6 略

（認可の基準）
第六十条 カジノ管理委員会は、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合する
かどうかを審査しなければならない。
一〜三 略
２ カジノ管理委員会は、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請について、その申請者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当
するとき若しくは前項第二号に規定する法人等が第二号ハに掲げる者に該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載
があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。
一 省略
二 法人等であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
イ 第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者
ロ この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的犯罪処罰法第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪
その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の
執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
ハ その役員のうちに前号ハ（１）又は（２）に掲げる者のいずれかに該当する者がある者



4. 今後について
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➢ すでに日本維新の会には我々としての問題意識を伝え
ている

➢ とりあえず本日提出した行政不服申し立てに対する政
府の対応を待つ

➢ 仮に政府が真摯に問題に向き合っていただけない場合
政府がマネーロンダリングを認めることそのものなの
で、刑事告発等も含めて検討する予定
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